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青
森
県
告
示
第
八
百
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板

柳
町
長
か
ら
板
柳
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
大
俵
字
西
田
八
七
の
一
の
一
部
、
八
七
の
三
か
ら
八
七
の
五
ま
で
の
各
一
部
、
一
九
一
の
一

の
一
部
、
一
九
一
の
三
の
一
部
、
一
九
二
の
一
の
一
部
、
一
九
二
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
並
び
に
大
字
五
幾
形
字
富
田
五
五
の
一
、
五
五
の
二

に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
深
味
字
北
岸
田
に
編
入
す
る
。

大
字
深
味
字
西
岸
田
七
〇
の
一
の
一
部
、
七
〇
の
二
の
一
部
、
七
一
の
一
部
、
八
六
の
一
部
、
九

八
か
ら
一
〇
一
ま
で
の
各
一
部
、
一
〇
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
深
味
字
東
岸
田
に
編
入
す
る
。

大
字
深
味
字
東
岸
田
五
三
の
一
部
、
五
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
公
有
地
の
全
部
並
び
に
六
一
か
ら
六
三
ま
で
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
、

字
西
岸
田
四
九
の
三
、
六
九
に
隣
接
す
る
字
東
岸
田
の
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
を
大
字
深
味
字

西
岸
田
に
編
入
す
る
。

大
字
深
味
字
北
岸
田
三
二
の
三
の
一
部
、
三
八
の
一
部
、
四
三
の
一
の
一
部
、
五
〇
の
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
並
び
に
字
東
岸
田
六
九
、
大
字
五

幾
形
字
富
田
五
五
の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
大
俵
字
西
田
に
編
入
す
る
。
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平
成
十
八
年

十
一
月
十
三
日

(

月
曜
日)

第
二
千
七
百
四
号



( )

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
月
四
日
、
同
月
五
日
及
び
同
月
六

日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
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宅
サ
ー
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ス
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者
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ス
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行
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又
は
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名
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務
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在
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又
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市
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字
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の
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五
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介
護
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テ
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市
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産
業
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平
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介
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は
ま
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ヤ
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法
人
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域
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療

振
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協
会
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京
都
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代
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平
河
町
二
丁
目
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の
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
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ン

東
通
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介
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団
法
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地
域
医
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振
興
協
会

東
京
都
千
代
田
区
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河
町
二
丁
目
六

の
三

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

東
通
村
介
護
老

人
保
健
施
設

｢

の
は
な
し
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う
ぶ｣

下
北
郡
東
通
村
大

字
砂
子
又
字
里
一

七
の
二

��

･

��･
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サ
ン
フ
ィ

ー
ル
株
式

会
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八
戸
市
白
銀
台
五

丁
目
四
の
一
四

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

愛
の
輪
福
祉
用

具
貸
与
事
業
所

八
戸
市
白
銀
台
二

丁
目
一
〇
の
一
六

��

･

��･
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ

ン
タ
ー

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
一
〇
一

平
成
��･

��･

�



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
十
月
三
十
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
平
内
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
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注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海

岸
24の
９

同
左

日
清
丸
紅
印
成
鶏
用
配
合
飼

料ラ
ン
グ
レ
ー
ド
17

18.10
17.7

4.9
4.16

0.51
2.1

12.3
―

―
―

―
2,860

12.1
―

ニ
チ
ワ
印
成
鶏
飼
育
用
配
合

飼
料
ニ
ュ
ー
ス
タ
ー

18.10
17.9

5.0
4.20

0.52
2.0

12.6
―

―
―

―
2,890

11.8
―

ニ
チ
ワ
印
ほ
乳
期
子
豚
育
成

用
配
合
飼
料

Ｅ
Ｐ
パ
ー
ル
Ｂ

18.10
20.2

7.0
0.93

0.64
1.5

5.2
―

―
―

82.2
―

11.6
―

み
ち
の
く
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海

岸
24の
９

同
左

全
畜
連
肉
牛
肥
育
用

旭
Ｂ

18.９
14.0

3.5
0.22

0.62
4.4

3.7
―

―
―

73.2
―

13.6
―

全
畜
連
子
牛
育
成
用

若
葉

18.９
15.7

3.1
0.93

0.52
7.3

6.4
―

―
―

69.6
―

13.3
―

ニ
チ
ワ
印
若
令
牛
育
成
用
配

合
飼
料

カ
ー
フ
14

18.10
14.7

3.6
0.74

0.58
4.9

5.5
―

―
―

72.1
―

13.5
―

三
共
理
化
工
業
株
式
会
社

上
北
工
場

上
北
郡
七
戸
町
字
貝
塚
家

ノ
前
77の
４

同
左

フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル

18.10
83.9

―
―

―
―

1.3
0.1

―
―

―
―

9.6
―



( )

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町
長

逢
坂
雄
一

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
狩
場
沢
字
浜
懸
八
二
の
三
〇
か
ら
八
二
の
二
一
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
�
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の

地
点
と
�
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
二
三
四
一

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
六
秒
〇
六
一
八

②
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
七
〇
六
一

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
九
三
三
三

③
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
七
一
三
二

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
九
五
三
五

④
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
九
二
二
一

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
八
二
五
四

⑤
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
八
五
四
二

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
六
三
四
一

⑥
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
八
一
三
一

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
六
五
九
四

⑦
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
七
一
一
三

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
〇
秒
五
五
〇
四

⑧
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
六
〇
九
八

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
〇
秒
六
五
六
五

⑨
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
〇
八
二
六

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
一
秒
二
〇
七
八

⑩
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
五
五
三
六

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
一
秒
七
三
五
二

⑪
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
三
一
四
八

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
一
秒
九
七
一
九

⑫
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
三
三
三
六

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
二
秒
〇
〇
七
二

⑬
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
一
六
九
八

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
二
秒
一
五
〇
五

⑭
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
一
四
一
六

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
二
秒
〇
九
七
三

⑮
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
〇
〇
七
八

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
二
秒
二
一
四
九

⑯
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
四
六
二
八

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
二
秒
六
九
七
〇

⑰
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
七
秒
九
二
二
九

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
一
九
三
三

⑱
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
七
秒
三
七
〇
七

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
六
六
七
六

⑲
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
七
秒
五
三
二
四

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
四
秒
一
二
六
〇

⑳
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
〇
六
三
二

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
五
秒
六
三
〇
三

�
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
〇
七
八
五

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
五
秒
六
二
〇
九

３

面
積

八
、
九
七
七
・
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
狩
場
沢
字
浜
懸
八
二
の
三
〇
か
ら
八
二
の
二
〇
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ア
の
地
点
か
ら
エ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
ア

の
地
点
と
エ
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
八
五
八
九

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
八
秒
八
九
九
一

イ
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
三
秒
一
〇
五
三

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
六
秒
二
九
五
九

ウ
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
八
二
九
三

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
三
九
秒
八
七
三
八

青 森 県 報平成18年11月13日 月曜日 第2704号 4
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エ
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
三
分
四
六
秒
九
六
三
四

東
経

一
四
一
度
〇
四
分
四
三
秒
五
二
六
六

３

面
積

二
一
、
九
七
八
・
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
八
百
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年11月13日 月曜日 第2704号5
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( )

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
本
町
支
店

青
森
市
本
町
二
丁
目

｣

、

｢

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
札
幌
西
支

店

北
海
道
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒

一
条
七
丁
目

｣

、

｢

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合
七
百
出
張

所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂

｣

及
び

｢

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合
中
央
出
張

所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬

｣

を
削
る
。

公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

板
柳
中
部
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

第
一
管
工
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

奥
谷

秀
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
八
七
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)

第
三
七
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
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( )

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
、
水
道
施
設
、
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
新
幸
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木

豊
壽

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
下
谷
地
四
八
の
一
三
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)

第
八
七
〇
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
蛯
名
建
築
事
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

蛯
名

謙
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
二
六
三
の
二
〇
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
七)

第
一
二
六
〇
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
九
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

八
号
給
の
額｣

を

｢

五
号
給
の
額｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
五

(

指
定
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額)

の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
中

｢

第
六
条
の
二
第
三
項｣

を

｢

第
六
条
の
二
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
中｢

身
体
障
害
者
療
護
施
設｣

を｢

障
害
者
支
援
施
設｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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